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帝政 ドイツにお ける経済政策の二元性

一 諸邦の鉄道政策と帝国鉄道問題 一

山 田 徹 雄

 DIE EISENBAHNPOLITIK IN DEN EINZELNEN STAATEN 

UND DAS REICHSEISENBAHNGEDANKE IN DEUTSCHLAND

Tetsuo YAMADA

Atomi Gakuen  *Women's University, Niiza-shi, Saitama 352

   Die diskussion  urn das Staatsbahnwesen in Deutschland ist fast ebenso alt wie deren erste 

Eisenbahnen. Die Geschichte der preuBischen Eisenbahnpolitik hat  mit dem  Privatbahnsystem 

begonnen. Nachdem die  Verstaatlichungsplane von v. d. Heydt getreten sind, sind zwar sie mit dem 

Aufkommen der deutschen Freihandelspartei  zuriickgegangen, aber nach der Krise von 1873 ist der 

Staatsbahngedanke wieder aufgetreten. Der Staatsbahngedanke fand mehr Zustimmung bei den 

kleineren Staaten. 

   Bereits vor der  Griindung des Deutschen Reiches gab es in Deutschland Bestrebungen, die ver-

schiedenen Einzelstaaten mit einen einheitlichen Eisenbahnnetz zu  ilberziehen. Unter  Fiihrung von 

Bismarck unternahm  Preul3en den Versuch, seine Staatsbahnen dem Reich zum Kauf anzubieten. Der 

Versuch in dieser Richtung scheiterte am Widerstand der  Landern, so daB  eM Reichseisenbahngesetz 

 gegenwartig keine Gelegenheit auf Verwirklichung.
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〔1〕 は じ め に

帝 制 ドイ ツに お け る経 済政 策 を論 じる際,厂 帝

国」(Reich)の 次元 と 胸(Staat)の 次元 とい う

二 元 性 を念 頭 に置 かね ば な らな い。 この こ とは ま

た,領 邦 の分 裂 性 に よ って規 定 され る経 済政 策 上

の分 立主 義 が,ど の程 度 ま で ライ ヒに よ って 相 殺

され うるか,と い う こ とに も な る。

本 稿 に おい て は,ド イ ツ資本 主義 の地 帯構 造 を

確 認 しつ つ,領 邦 に よ って 展開 され た分 立主 義 的

鉄道 政 策 と全 ドイ ツ的視 野 に立 つ帝 国鉄道 問題 の

対 抗 関 係 を論 じる。 そ の際,国 有化 一邦 有化

(Verstaatlichu㎎)と 帝 国 有化(Verreichu㎎)と

は厳 密 にそ の 意義 を確認 して お く必 要 が あ る。 前

者 は ドイ ツ資 本主 義 の分 裂 性 を促 す もの であ る が,

後 者 はそ の統一 性 を まね くこ とにな る。

〔2〕 地 帯構 造 と領邦 鉄 道 政 策

農 民解 放 と農業 ・土地 所 有 の地 帯 別 構造 と産業

部 門別 の分 業 構造 との 関連,及 びそ れ に基 く ドイ

ツ資 本主 義 の 市場 構 造 に関 す る研 究 は,次 の よ う

な成 果 を残 して きた。(1)

1.ド イ ツ資本 主義 の基 本的 性 格 を規 定す るの が,

ユ ンカ ー的 土 地所 有 として の 東 エ ルベ と農 民的

土 地 所 有 の西 エ ル ベ とい う対 抗関 係 で あ る こ と

2.西 エル ベ に は,最 先進 地 域 で あ る西北 ドイ ツ

と,停 滞 地 域 で は あ るが東 エル ベ と比較 す れ ば

農 民 の土地 保 有権 の 良好 な西 南 ドイ ツが 含 まれ

てい る こ と

3.西 エ ルベ 内部 に は,ラ イ ン ・ヴ ェス トフ ァー

ン,ザ クセ ン,西 南 ドイ ツ とい う産 業 革 命 の 中

心 的 な地 域 が検 出 され る こ と

4.東 エ ルベ には,ベ ル リン を中心 とす る首都 圏

と シ ュ レー ジエ ンとい う工業 地 帯 を含 ん でい る

こ と

以上 で あ る。

さて,こ うした ドイ ツ資 本主 義 の地 帯 構造 と,

各領 邦 の経 済 政策 上 の 関連 を明 らか にす るた めに,

諸 邦 の鉄 道 政 策 の基 本線 を検討 す る。

プ ロイ セ ンに おい て は,ビ ス マ ル クに よる 国有

化 が 実 現す る以 前に 厂西部 に お け る私 有鉄 道 の優

位」 と 「東部 に お け る国 有鉄道 の 優位 」 とい うき

わ だ った特 徴 が み られ た(20)これ は,ラ イ 馳 方 の

ブル ジ ・ア ジ ー主 導 に よる私 有鉄 道 と産 業 資本 の

形成 が未 成熟 な オ ス トエ ル ベの 国家 主 導型 の 鉄道

の建 設 とい う,対 抗 関 係 の うちに把 え られ るで あ

ろう。 こうした対抗関係は,私 有鉄道として出発

したプロイセンの鉄道政策に大きな振幅を与え,

国鉄,私 鉄の並存体制(いわゆる限 合鉄道制度D

を経験した後,一 時的に私有鉄道に傾斜した政策

を辺て,最 終的に国有化へ向ったのである(3)0私鉄

主義 と菌鉄主義との問の往復運動 を単なる利害対

立の力関係と把えることはむずかしい。 とい うの

は,私 有鉄道が優位 と目されている時期は,政 府

が鉄道建設の財源を持ちえなかった時期と対応が

みられるからである。(4)

ライソ・ヴェストファーレンと並び称せられる

産業革命の主導地域であったザクセン王国は,プ

ロイセンの鉄道政策 とよく似た発展過程を経験し

た。 ライプツィヒー ドレスデン鉄道の建設をもっ

てプロイセンと開始された 「鉄道戦争舮)に代表さ

れる よ うに,プ ロイ セ ンとの対 抗 が きわ め て類 似

した 政策 を生 ん だの で あ る。即 ち,私 有 鉄 道政 策

を出発 点 と し,国 鉄 私 鉄 の 並存 体 制 を経 験 した 後,

再 び 私 有鉄道 へ の傾斜 を深 め た後,国 有鉄道 政 策

を推進 し,経 営 難 に あ る私 鉄 を買 収 した(sO)

以 上二 邦 の 政策 に み られ るよ うに,生 産 力 の高

い 基盤 をもつ地 域 におい て,鉄 道 政策 が かな り跛

行的 な 展 開 をみ せ るの は,様hな 利害 を包摂 して

い るが 故 で あ ろ う。

これ に対 して,国 有鉄 道 政 策 が早 くか ら採 用 さ

れ たの は,ブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァイ ク,バ ーデ ン,ハ

ノー フ ァー,オ ル デ ンブル クな どの 中小邦 で あ っ

た。 ドイ ツ内 最初 の 国鉄 は,ブ ラ ウン シ ュヴ ァイ

ク国鉄 のBramschweig-Wolfenbiittel区 間 で

あ った。 ブラ ウ ンシ ュ ヴ ァイ クは,プ ロイセ ン と

ハ ノ ー フ ァーの 仲継点 とい う地 理 的 な 意義 を背 景

に鉄 道政 策 が 展 開 され た(70)また,ハ ノ ー フ ァー公

国 はベ ル リンか ら ライ ン下 流域 に至 る通 商 路 で あ

る と同 時 に,ハ ム ブル ク,ブ レー メ ンか ら南 部 に

至 る ル ー トで ある とい う意 識 に立 ち,す べ て 国 有

鉄 道 として建 設 が行 な わ れて い た((80)一般 に,中 小

邦 にお い ては 他邦 との連 路 の 重要 性 が強調 され,

国有鉄道政策が採用される鯉バーデンにおいては,

既 に1842年 に 国 有鉄道 財 政 が一 般 国家財 政 か ら

分 離 され,国 有 鉄道 の経 済 基 盤 が確 保 された。 同

邦 の 国鉄 は広 軌 で 出発 したが,他 邦 との連 絡 の た

め大 きな犠 牲 を払 って標 準 軌 に変 更す るに至 る。

これ は ドイ ツの幹 線 の技術 的 統一 を意 味 す る もの

で あ り,!ミ ー デ ンに とって邦 間 交通(internatio-

nalerVerkehr)が,い か に 重 要 で あ るか を示
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す もの で ある。qo

南 ドイ ツで は,私 有 鉄 道 と して 出発 した ものの,

ほ とん ど発 展 がみ られ ない うちに 国有 鉄道 政策 が

採 用 され る こ と とな る。1850年 に最 初 の国 鉄 が

開通 した ヴ ュル テ ムベ ル ク の 政 策 は,国 務 大 臣

フ ォ ン ・シ ュライ ヤー(v(mSchlayer)の 答 弁 に

代表 され る。 『鉄道体 系 の 実 現 は国家 行 政 が行 う

べ き任 務 で あ ろ う し,し か も直接 的 な国 家企 業

(Staatsimternehmen)の 型 態 で行 うべ きであろ う』

(、842年)qD

バ イ エル ンにお いて も,私 有鉄 道 に あ ま り進 展

がみ られない うちに,国 有 鉄道 政 策 が と られ る に

至 った。⑫ バ イ エル ン政府 の 政 策 は,議 会 に お け

る 内務大 臣 フ ォ ン ・ア ーベ ル(vonAbel)の 発 言

に端 的 に あ らわれ て い る。 『そ れ を所 有す る もの

が,あ る程 度 まで 邦 の商業 ・流 通 を支 配す る鉄道

の管理 を,民 間の 手 にわ たす こ とは どう して もで

きない。』(1846年)⑭ け れ どもバ イエ ル ンで は,

そ の後10年 足 らず で,財 政 上 の理 由 か ら鉄 道 政策

を体系 的 に国 家主 導 で行 うこ とが むず か し くな り,

1855年 には 再 び,私 有鉄道 が認 可 される に至 っ
⑯た の であ る

。

以上 の コ ンテ クス トの 中で,次 の よ うな点 が 明

らか とな ろ う。

1.ラ イ ン ・プ ロイ セ ン とザ クセ ンに おい て は,

私 有鉄 道企 業 を生 み 出 し うる程 度 ま で産業 資 本

の発 展 がみ られ る こ と。

2.に もかか わ らず,上 記2地 域 に お いて さ え,

政府 の保 護 をあ る 程 度必 要 と して い た こ と。

3.オ ス トエ ルベ に おい て は,私 有 鉄道 の展望 が

与 え られな い ま まに,国 有鉄道 が建 設 され た こ

と。

4.南 ドイ ツでは,私 有 鉄道 が誕生 しつ つ も,そ

れが 存続 し えない 程度 の産 業 資 本 の発展 が 看取

で きる こと。

5.中 部 ドイ ツの 中小 邦 は,邦 間流通 の 一環 とし

ての 重要 性 を考 慮 し,国 有鉄 道政 策 を採 用 した

こ と。

6.私 有鉄 道 制 度 か ら国有 鉄 道制 度 に移 行 した 後,

再び 私 有鉄 道政 策 の傾 斜 す る場 合 に は,財 政 上

の理 由 を考 慮す る必要 が ある こ と。

以 上 であ る。

〔3〕 ドイツ鉄道制度統一の試み

ドイツ諸邦における鉄道政策は,以 上の指摘に

みられるように,別hの 発展過程 をたどり,各 邦

の鉄道間に有機的連関がないばか りか,邦 内にお

いても国鉄と各私鉄間に共通基盤が存在しなかっ

た。多くの鉄道企業体を結ぶきずなは,1846年

に 「プロイセン鉄道管理協会」 として成立し,翌

年 「ドイツ鉄道管理同盟」へと拡大された,い わ

ばプロイセン主導型の国鉄,私 鉄の連合体であっ

た。 これはごく限 られた範囲で トランジ ット輸送

のための直嶺 率を実現したにとどまった9⑤その

後 トランジット輸送のための多くの賃率同盟がま

さに無秩序に,鉄 道企業間に形成 されたが,統 一

的な賃率の形成には至らなかった鯉

1849年 に ドイ ツ国 民議 会が 立案 した帝 国憲法

の草 案 は,次 の よ うな 内容 の鉄 道条 項 を含 んで い

た。

1.帝 国当局 は鉄道 及び そ の経営 につ い て帝 国 の

保 護 ない しは公 共的 な交通 の利 益 が必 要 とされ

る限 り,総 監 督権 及び 立法 権 を持つ こ と。

2.帝 国 当局 は,帝 国 の保 護 ない しは公 共 交通 の

利 益 が必 要 とされ る限 り,鉄 道 の計 画 に 認可 を

与 える。

3.そ の 計画 を実 施 す べ き諸邦 が,こ れ を拒否 す

る ときには,帝 国 自 らが 鉄道 を敷 設 す る権利 を

有 す る こと。

こ うい った規定 は,諸 邦 レベ ルで 無秩 序 に展 開

され てい る鉄道 政 策 と並ん で,ド イ ツ全 体 に 及ぶ

統 一 的 な帝 国鉄道 政 策 を創 り出 そ うとす る もので

あ った。 この帝 国憲 法 草案 は,こ れ と同様 の鉄道

条 項 を有す る1849年 の プ ロイセ ン,ザ クセ ン,ハ

ノ ー フ ァーの憲法 草 案 及び1850年 のバ イ エ ル ン,

ザ ク セ ン,ヴ ュルテ ムベ ル クの憲法 草 案 と同様 に,

机 上 の論 に終 った。⑱

1867年 に ドイ ツ帝 国 の 前身 で あ る北 ドイ ツ連

邦(NorddeutscheBu面)が 成立す る が これ はい わ

ば ズ ロイ セ ン主 導 に よ る ドイ ツ統一 の動 きであ っ

た。⑲ 北 ドイ ツ連 邦憲 法 に は次 の鉄 道 条項 がみ ら

れ る。⑳

41条 ドイ ツ防 衛 の利 益 に おい て,或 は 共 同的

交 通 の利益 にお い て必 要 とみ な され る鉄 道

は帝 国法 に よ り,連 邦 構成 員 の… … …抵 抗

に対 して も地 方 主権 を損 わず,帝 国 の計 算

で敷 設 され うる,或 は民 間企 業 家 に,そ の

実 施 が認 可 され 夂,収 用権 が 賦与 され うる。

43条 …… … で き る限 り速 や かに,調 和 の とれ

た 経 営制 度 が実 施 され,特 に 同一 の鉄道 警
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察 規 定 が採 用 され るべ きで あ る… … …。

46条 鉄道 会社 は,困 窮 の 事態 の発 生 に際 して

… … …低 い 賃率 を採 用す べ き義 務 を負 う。

… … … 前述 の並 びに42条 か ら45条 まで の規

定 は,バ イ エ ル ンに は適 用 され な い。 だ が

国 土防 衛 に と って 重要 な鉄 道 の 建 設 及び装

備 の 為 の統 一 的 規 準 を立 法 的方 法 に おい て

確 立す る権利 は,バ イ エル ンに対 して も帝

国 に属 す る。

47条 ドイ ツ防衛 の 為 に鉄道 を利 用 す る こ とに

関 して の帝 国 の官庁 の要 求 に,す べ ての鉄

道 経営 は必 らず 従 が わね ば な らない 。 特 に

軍 隊 及び すべ て の軍 需 資材 は,等 し く軽減

され た賃率 で輸送 され る。

我 々に と って この 鉄道 条 項 が興 味 深 い のは 次 の

点 で あ ろ う。 まず,す べ て の鉄道 に対 す る監 督権

を連 邦 に 帰 属 させよ うとす る上 記の 規 定 が,プ ロイ

セ ンの 主導 を前提 と して軍 事輸 送 と鉄道 の機能 に

十 分 な考 慮 がお かれ て い る こ と,賃 率 の統 一 が重

要 な一 要 因 と考 え られ てい る こ と,バ イ エル ンに

留 保権 が与 え られて い る ことか ら,プ ロイセ ン と

バ イ エ ル ンの対抗 が看 守 され るこ と,つ ま り,統

一 と支邦 の独 自性の 妥協 の上 に な り立 った もの で

あ る こ と,以 上 で あ る。 む ろん この 条項 は,政 策

の実 現 に はい た らず,「 さ し さわ りの ない 単 な る

文 言 として の存在」 に しかす ぎ なか った。⑳

こ うした プ ロイセ ン主 導 の統 一 鉄道 制 度 の考 え

方 に対 立 して 存在 して いた の が,バ イ、エ ル ン主 導

の構想 で あ った。 北 ドイ ツ連 邦 に 対 抗す る南 ドイ

ツ を中 心 と して,「 北 と南 の統 一」 を論 じた のが

1867-69年 の ドイ ツ関 税 議会(Zollparla-

ment)で あ った。 当 時バ イ エ ル ンの首 相 で あ り,

後 に帝 国宰相 とな った クロ ー ドヴ ィ ヒ ・ホ ー エ ン

ロ ー工公 は 南 ドイ ツに よる 四邦(バ イ エル ン,バ

ーデ ン
,ヴ ェルテ ムベ ル ク,ヘ ッセ ン)を 南 ドイ

ツ連邦 に統括 し,北 ドイ ツ連 邦 と連 合 す る こ とに

よ って帝 国統 一 を計 る提 案 を行 った。 最 初 の民族

的課 題 として,彼 は各 邦 に よる鉄道 の 買収 と ドイ

ツ鉄 道 同 盟へ の諸 邦 の参 加 を考 えた。⑫ この鉄道

同盟 の設 立 に関 す る条 約 は,次 の よ うに指 摘 して

い る。

『諸 邦 政府 は,そ の領土 に あ り トラ ンジ ッ ト輸

送 に と って必 要 と認 め られ る鉄道 を,す べ て 購入

す る こ とが義 務づ け られ る。個 々 の邦 は鉄 道 の経

営 を共 通 の規 則,同 一 の経 営 規定,旅 客及 び 貨物

輸送 に つ い ての共 通 の 賃率 の もの で維 持 され るべ

きで あ る。 官 庁,会 計 制 度,計 算 制度 の 管理 及 び

組 織 は,あ らゆ る条 約 領域 におい て 同一 の基 盤 の

上 に もた らされ るべ きで あ り,あ らゆ る鉄道 業 務

の指 導 及 び最 高 監督権 は関 税議 会 と連 絡 の上 で,

鉄 道 評議 会(Eisenbahnrat)に よ って行 なわ れ る

べ きで あ る。 邦 境 を越 えて行 なわ れ る輸送 に 関 わ

るす べ ての収 益 は,同 盟 金 庫 に繰 り入 れ られ,邦

内交通 に よ って 生 ず る運 賃 は個 々 の邦 に よ って経

営 され る鉄道 の キ ロメー トル延 長 に比 列 して 分配

され る,』㈱

上 記 ホ ーエ ン ロー工公 の構 想 は1871年 に お け

る ドイ ツ帝 国 の創 立 に よ って挫 折 す る。 統 一 的 な

鉄道 体 系 の構 想 に は,以 上 の よ うに,プ ロイ セ ン

ー 〉北 ドイ ツ連 邦 → ドイ ツ帝 国 へ と連 らな る基

本 線 と,結 局 は プ ロイ セ ン権 力 の 前 に 消滅 して し

ま う南 ドイ ツの側 か らの 対抗 軸(バ イ エ ル ン→

南 ドイ ツ連 邦 一一一ケドイ ツ帝 国)が 存 在 してい た の

で あ る。

〔4〕 ドイツ帝国憲法と鉄道制度

1871年 に成立した ドイツ帝国においては,ド

イツ統一がプロイセンによる軍事的制覇とい う形

をとりながらも,プ ロイセンと他の邦の間の様々

な妥協を基盤 としていた。そこに含まれる諸邦

(22の 君主国と3自 由市)は 独自の憲法と政府を

持つことが許され,ま た,南 部 ドイツ諸邦にはい

くつかの留保がみとめられることになった。例え

ばバイエルンやヴュルテムベルクには郵便,電 信

及び軍隊の管理に関して,独 自の権限がみ とめら

れていた。⑳

ドイツ帝国憲法は,北 ドイツ連邦憲法 を基本と

して制定 され,二 つの異 った原則 一 一つは連邦

参議院を中軸とする支邦の独自性の維持,も うひ

とつはプロイセン邦の優位に基づ く中央政府の強

化 一 によって特徴づけられていた。⑳ 帝国憲法

における鉄道条項(第4条8項 及び第41-47条)

は,北 ドイツ連邦における規定がほとん どそのま

ま受け継がれた。

第4条8項 及び第41条は,国 防上の観点と交通

の公共制という点から,鉄 道を帝国の監督と立法

の下に置いた。この二つの利害の少 くとも一つで

も関わ りがある限 り,当 該地域の支邦の反対があ

っても,帝 国自らが新 しい路線を建設 ・認可し,

強制収用権を発動することができた。第47条 によ
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って,軍 事利 用 に関 す る帝 国 官 庁の要 求 に,鉄 道

が従 うべ き義 務 を定 め,軍 隊 及 び軍 需 資材 が低 廉

な賃率 で輸送 され る こ とが保 証 され た。第42条 は,

連 邦 諸 政府 の 義務 と して,公 共 交通 及 び統 一 的鉄

道 網 の た めに ドイ ツの鉄道 を管理 し,そ のた め に

統 一 的 規準 に 従 って鉄道 を新設 し,整 備す る こ と

を定 めた。 第44条 は トラ ンジ ッ ト輸 送 と運 行 に 関

す る規 定,第45,46条 は運 賃 に関 す る もの で あ っ

た。⑫⑤

ところ が こ うい った憲 法 の規 定 自体 何 ら強 制 力

を もたず,違 法 の場 合 に も処 罰規 定 が存 在 しなか

った。 また,鉄 道 に関 して諸 邦 の主権 を侵害 しな

い よ うに,あ い まい さ を含ん でい る上 に,41-47

条 で規 定 され て い る内 容 を具 体 化 す る法 律 がな か

った。 従 って 連邦 諸 邦 は,憲 法 規定 に もか かわ ら

ず,い や 憲法 規 定 故 に,鉄 道 制 度上 自由で あ りえ

た の で あ る。 更 にバ イ エル ンに大 幅 な留 保権 が 与

え られ,バ イ エ ル ンがい か に慎 重 に帝 国の 主権 か

らまぬ かれ よ うと した かが わ か る。⑳

憲 国 憲法 に 立脚 した鉄道 立 法 を実現 しよ うとす

る試 みは,ド イ ツ帝 国議会 に お い て く り返 し議 論

され た。 帝 国議 会 は1869年3月,1871年4月 及び

6月 に圧 倒的 多数 をも って,ド イ ツ宰相 に帝 国鉄

道 法 及 び鉄道 制 度 の た めの帝 国機 関 の設 立 を要 求

す る決議 を行 って い る。 こ うい った 要 求は 産業 界

に もみ られた。 ドイ ツ商業 会 議(derdeutsche

Handelstag)も 同 じよ うな決 議 を く り繰 り,こ と

に総 括 的委託 権 を も った帝 国 機 関 の設 立 を支 持 し

た他,1873年 には 工場 主 ロー トシル トが,帝 国 に

よ る鉄道 の 買 収 を議 会 に請 願 した。⑳ けれ ども,

帝国 に併 合 され る こ とに さ え難 色 を示 した バ イ エ

ル ンが,自 邦 の鉄 道 を帝 国 に提供 す るの に反対 す

る のは 明 らか で あ った。 ビス マル クは,当 面 「帝

国 鉄 道 庁」(Reichseisent)ahnamt)の 設 立 の み

に甘 じた ので ある。¢9ヴ ュ ルテムベ ル ク選 出の帝

国議 会 議員 エル ベ ンは1873年3月 に超 党派130名

の議 員 の 支持 を得 て,帝 国 鉄道 庁 設 立に 関す る法

案 を帝 国 議会 に提 出 した。 そ の 内容 とす る ところ

は,同 庁 が鉄 道 に関 す る情 報,賃 率,ダ イ ヤ グラ

ムな どを集中 管理 し,苦 情 を裁 定 し,邦 監督 官 庁

と同等 の権 利 を各私 鉄 に行使 し,憲 法 に の っ と っ

て鉄 道 政策 を行 う とい うもの で あ った。60

同法 案 は採 択 された に もか かわ らず,同 庁 が 総

括 的 な監督 権 を行 使 で きず,結 局 連邦 主 義的 な 原

理 が維 持 され た。(31)帝国鉄 道庁 に対 す る期待 の ひ

とつは賃率問題の解決であった。1871年 に帝国の

所有となったエルザスーロー トリンゲン鉄道(ワ

イマール期に至るまで唯一の帝国鉄道であった)

は容積に基づく賃率制度を実施していた。 ところ

が,西 南 ドイツでは,車 両容積賃率,東 南部では

混合賃率,北 部では正味価値賃率が支配的で混乱

をきわめていた上に,商 品の賃率分類基準が不統
一であったばかりでなく,差Y　J賃率,例 外賃率が

存在 し混乱の度を深めていた。(32)賃率問題に関す

る帝国鉄道庁の貢献は,1876-77年 に統一的な

ドイツ貨物等級を実現し,改 正貨物賃率が制定さ

れたことにとどまった。(胸
一方 ,鉄 道立法実現の最初の試みがなされたの

は,1874年 に帝国鉄道庁総裁シェーレの起草によ

るものである。この草案の究極的な目標は,帝 国

による監督権の独占であったが,当 面帝国監督官

庁である帝国鉄道庁 と諸邦監督官庁の並存を許し

ていた。一方では,こ の法案は商業会議所などの

経済団体にとって不十分なものであり,各 種経済

団体は帝国の全鉄道に対する強力な監督を要求し

た。他方,ド イツの中小邦にとって,こ の法案は

極端すぎたので,諸 邦は危惧を感 じ,鉄 道に対す

る監督権を手離そうとしなかった。結局,こ の法

案は秘密裡に取 り下げ られる運命にあった。③0

帝国鉄道庁の次の総裁マイバ ッハ(後 のプロイ

セン鉄道大臣)は,1875年 に帝国鉄道法の第2次

草案を起草した。この草案は帝国監督権と支邦監

督権 を明確に区分した。まず第2条 において 厂鉄

道制度に対する直接的監督権が帝国に属す」 と規

定している。また,新 規の鉄道建設,駅 の設備,

停車場の設立,ダ イヤグラム及び賃率制度も帝国

機関の監督下におかれた。特に連邦参議院に管理,

財政状態,経 営指導に関する広汎な権利が容認さ

れ,も っぱら鉄道の認可 と所有だけが諸邦にまか

された。しかしこの法案も多くの反対にあった。

まず ドイツ私鉄同盟が取引所を動員し,鉄 道債権

が無価値になると宣伝した。㈲ 更に,帝 国権力の

強大化 を嫌うものがこれに加わった。我々はその

例として南 ドイツの反対を指摘することができる

であろう。(謝

1875年6月 に,プ ロイセン政府は連邦諸政府

と非公式な協議を行った結果,帝 国の監督権が法

案から削減されることにな った。ここに至って,

骨抜きとなった法案をマイバ ッハが取 り下げるに ・

至った。この二つの草案の運命は帝国鉄道庁の無
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力 さ を暴 露 す る もの で あ る。 ドイ ツの鉄道 制度 に

影 響 力 を行 使 し うるの は,帝 国 鉄道 庁総 裁 よ りも

む しろ,プ ロイ セ ン公共 事業 省 の 大臣 で あ った(37)0

〔5〕 ビスマルクの帝国鉄道計画

以上二度に渡る帝国鉄道法の挫折によってビス

マルクは法的解決をあきらめ,帝 国による ドイツ

鉄道の直接的獲得の計画が浮び上った。当時 ビス

マルクの手足となって活躍していたマイバ ッハは

1875年 に 「帝国のための鉄道の買収」とい う論

文をBerlinerAktionarに 発表 し,帝 国鉄道構

想をあきらかにした。これは帝国宰相に ドイツの

鉄道を買収する権利を与えるという内容を含んで

いた為,各 方面から活発な議論を呼んだ。㈱ そ

うした中で1867年 には 『プ ロイセ ン年報 』

(PreuβischeJahrbucher)に 次のような内容を

含んだ論文が掲載 された。

「中小邦の存在及びプロイセン行政の弱体の為

に残念ながら我国ほど鉄道制度が内部混乱 してい

る大国は他にない。ベルリンからカールスルーエ

に旅行するのに六つの独立した鉄道制度を通過し

なければならないし,鉄 道職員のだれ一人として,

いわんや民間鉄道員のだれ一人として1357の 賃

率を正 しく区別できないし,ド イツの一方の端か

ら他方の端へ送 られる貨物の輸送費を正確に計算

できない。 こういった障害は一定の賠償
................

とひきかえに帝国がすべての鉄道所有を獲得する
..

ことに よ ってのみ 解 決 される」(傍 点,引 用者)(39)

さ らに ドイ ツの商 ・工 ・農業 の 国 際競 争 力 に触 れ,

「.1'1年 代 に フ ラ ンスの鉄 道 所 有 は ま った く賠

償 もな しに,民 間企 業 か ら国家 に移 管 された 。 ベ

ル ギ ーは1869年 以来 私 鉄 の買 収 が始 ま り,も は

や主 要 路 線 には 認 可 が与 え られ ず,非 常 に安 価 な

貨物 及び 旅客 運 賃 が保 証 されて い る」(40)と指 摘 し

て,帝 国 に よる安 い賃 率 に よ って ドイ ツ商品 が 国

際 競争 力 を強 め る こ とを提 案 した。

マ イバ ッハ を 中心 とす る帝 国鉄 道 構 想 の考 え方

は,ビ ス マル クの支持 の も とに 大 きな 論争 を引 き

起す こ とに な る。 ビス マル クは 強大 な 監督 権 を も

つ鉄 道 法 の成 立 の た め に,プ ロイ セ ン政府 はす べ

て の鉄 道 所 有権 を帝 国 に移 管 す る用 意 の あ る こ と

を明 らか に した。(41)ビス マル クが帝 国 鉄道 問 題 に

積 極 的 に介 入 の姿 勢 を示 した1875-76年 には,

連邦 諸 国 と りわけ ヴ ュルテ ムベ ル ク,ザ クセ ン,

バ イ エ ル ンをヰ心 に 反対 論 が続 出 した。(42)

　 　 　 　 　

ビス マル クは,こ の 法案 を帝 国 議会 に提 出す る

こ とを断 念 し,こ れ にか わ って1876年3月24日
　 　 　 　 　

プロイセン下院に,「 鉄道に関す る国家の所有権

及びその他の権利を ドイツ帝国に移譲することに

関する法案」 を提出し,そ れは次の内容を含んで

いた。㈲

1.国 有鉄道ばかりでなく,私 有鉄道も含めた プ

ロイセンの鉄道主権の帝国移管 を意味していた

こと

2.プ ロイセンの私鉄の中には,自 邦を越 えて路

線を有していたものがあることから,北 ドイツ

の鉄道全体に対する事実上の支配権が帝国下に

置かれること。

3.従 って中小邦からの国有鉄道e国 有財産の没

収を意味していたこと。

4.連 邦諸政府の鉄道政策が帝国に継承される展

望を含み,帝 国の連邦主義原理を喪失するもの

であること。

など総 じて,プ ロイセンを除いた諸邦の犠牲の上

に立ったものであった。

この法案に対する反対論は,上 院においそは主

に連邦主義的右翼から,下 院では中央党及び左翼

から出されたが,5月2日,両 院で可決されるに

至った。(44)

しかしなが ら,こ うした帝国鉄道構想に対する

姿勢で重要なのは,邦 議会にみる非プロイセンド

イツの動向である。

バイエルンでは,帝 国鉄道計画の忌避がもっと

も早い時期から,も っとも徹底 して行なわれてい

た。既に1876年 の議会において,r政 府がこの新

たな鉄道に基づく統一の試みに対 して断固として

抗議をしないのではないか,政 府は留保権が与え

られていない連邦諸国を助けようとしないのでは

ないか 』という質問が出された。㈲ これに対して

フォン・プフレッチュナー(vonPfretzschner)

首相は,次 のよ うな解答 を した。『王 国政府

はこの事態 のこれ からの展開の課題 を二重の意

味で認識 している。政府はバイエルンの鉄道につ

いては,留 保権を守 り帝国への譲渡は考 えていな

い。政府は夂,帝 国憲法に命 じられたや り方で,

バイエルン以外の諸邦が帝国の手に集中化される

のにも反対するであろう』(46)

ザクセソにおいても連邦主義が広く支持されて

いた。帝国鉄道庁が連邦政府に対 して,全 ドイツ

において客車の等級と切符の色を統一する提案を
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行 った ときです ら,ザ クセ ン政 府 は拒 否 して き た。

1876年2月5日,ザ クセ ンの商 業 会議所 ・工 業会

議 所 の代 表 が ドレス デ ンに 集 ま り,帝 国 に よ る ド

イ ッの鉄 道 の接収 に 反対 す る こ と を決議 した 。議

会 に おい て は,二 つ の動 議 が下 院 に提 出 された。

ひ とつ は,保 守党 と進 歩 党 の支 持 に よ る もので,

ドイ ツの鉄 道 が帝 国 に よ って 買収 され る こ とに反

対 す る もの,も うひ とつ は国 民 自 由党 の支持 の も

とに提 出 された帝 国鉄道 計 画 の早 期実 現 をめ ざす

とい う動議 であ った。 第 一 の動 議 が,66対7で 可

決 され,ザ クセ ンにお い て も,ビ ス マル クの計 画

は帝 国 内 の 平 和 を 脅 す こ とが確 認 され た ので あ

る。㈲

比較 的,冷 静 な 受 け とめ方 を したのは バ ーデ ン

で あ った。 邦 議 会 にお け る商務 大 臣 の答 弁 は,明

確 な回答 を控 え,次 の よ うな考 えを述べ た。 ベル

リソか らの提 案 は そ の内容 も形 態 も知 らされ てい

ない ので 意 見 を述 べ る こ とはで き ない し,将 来 の

態 度 決定 につ い て もい う こ とが で きな い。 政府 が

同意 しよ うと拒 否 しよ うと,一 つ の こ とだけ は確

実 であ る。即 ち,政 府 は鉄 道 の 所有 と経 営 がバ ー

デ ソに どの程 度 許 され るの か,と い う点 だけ は見

の が さない つ も りで あ る。 以上 の 内容 で あ った{紳

ヴ ュル テ ムベ ル クに おい て は,少 数 で は あ るが

有 力 な議員 が ビスマ ル クの計 画 を強 く支持 した。

帝 国 議会 議 員 エル ベ ンがそ の先 頭 に立 ち帝 国思 想

を流 布 させ た。 議 会 で は,三 っ の 動議 が 出 され る

混 乱 を生 ん だ。 ひ とつ は シ ュ ミッ ト(Schmid),

ザ ル ヴ ァイ(Sarwey)を 始 め として,国 民 自由

党 及び与 党 の30人 の議 員が 提 出 した もの で,帝 国

鉄 道 の拒 否 及 び帝 国 鉄道 法 の免 除 を主 張 す る もの,

第二 の動議 はエ ルベ ンを中心 に四 人 の国 民 自由党,

ドイ ツ党 員 の提 出 した もので,ド イ ツ鉄 道 網 の帝

国 に よる買収 をみ とめる もの,第 三 に エス テ ル レ

ン(Oesterlen)及 び15人 の 中央 党員 を中心 と

す るもの で,ビ スマル クの計画 に反対 し,政 府 の

監 督 を要 求す る もので あ った。 この うち,第 一 の

動議 が圧 倒的 多 数(87対8)で 可 決 され,こ こ に

おい て も連邦 主義 原理 が確 認 された。(49)

こ うい った 動 向 とは異 な る姿勢 をヘ ッセ ンに見

る こ とが で き る。 ヘ ッセ ン州 議 会 では下 院 議 員 フ

ォ ン ・ラベ ナ ウ(VonRabenau)を 中心 に,ビ

ス マル クの政 策 を支 持 す る動 議 が提 出 され,32対

8で 可決 された 。㈲

ドイ ツ諸邦 に よる帝 国 鉄道 計画 に対す る反対 姿

勢 は,1876年4月 の プ ロイ セ ン法 の運 命 に と って

決 定的 で あ った 。 ビス マル クは,プ ロイ セ ン議 会

に よ って承認 され た提 案(プ ロイ セ ン鉄 道 の帝 国

へ の移譲 に 関す る法)を,連 邦 参議 院 へ 提 出す る

の を断念 す るに至 った。勧 つ ま り帝国 鉄 道 は,プ

ロイ セ ン とい う狭 い枠 の議 論 を越 えて,帝 国機 関

へ 論 議 を拡 大 す る こ とが不 可能 にな って しま った

の で ある。

〔6〕 お わ り に

鉄 道 が帝 国 有化 され,統 一 的 な鉄道 政 策 が 全 ド

イ ツ的 な 次元 で展 開 され る の は,ワ イ マ ー ル時 代

まで待 た ねば な らな か った。 こ うい った経 済政 策

レベ ルで と らえ る ドイ ツ帝 国 は 「ドイ ツの統 一」

とい うフ ァクタ ーよ りも,厂 連邦 主 義 の 強固 な土

壌 に 立っ 妥協 の産物 」 な る色彩 が強 くあ らわ れ て

い る。 ビス マ ル ク体 制 下 に実 施 された政 策が,実

は支 邦 の独 自性,と りわ け 南 ドイ ツ諸 邦 と経 済基

盤 の豊 か な ザ クセ ンの 自立性 を再確 認 す る こ とが

あ って も,そ れ を弱 め る とい うこ とは決 して なか

った。

従 って ドイ ツ帝 国 にお け る プ ロイ セ ンの主 導性

も相 対概 念 で あ って,「 統 一 され た ドイ ツ像」 す

らも,相 対化 して考 えなけ れば な らない で あろ う。
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